
平成３０年度 第１回大分県森林づくり委員会
も り

日時：平成３０年６月４日（月）

１４：００～１７：００

場所：大分県庁本館 ８階 ８１会議室

次 第

１．開 会

２．審議監あいさつ

３．議 事

（１）森林環境税の概要について

（２）平成２９年度森林環境税活用事業の取組について

【対象事業】

①荒廃人工林緊急整備事業 （森林整備室 造林・間伐班）

②荒廃竹林整備・利活用推進事業

（森との共生推進室室 森づくり推進班）

③森と海をつなぐ環境保全整備事業（漁業管理課 団体流通班）

④障がい者福祉施設整備事業 （障害福祉課 施設支援班）

⑤森の先生派遣事業事業 （森との共生推進室 森づくり推進班）

（３）平成３０年度森林環境税活用事業について

（４）その他

①国の森林環境譲与税（仮称）について

②今後のスケジュールについて

４．閉 会



３（１）森林環境税の概要について

① 森林環境税導入の目的

森林環境の保全と、森林を全ての県民で守り育てる

意識の醸成のための施策に必要な財源を確保するため、

平成１８年度から県民税の特例として森林環境税を導

入した。

② 森林環境税の概要

個人…年額 500円

（個人県民税の上乗せ）

法人…年額 1,000円～40,000円

（法人県民税（均等割額）の 5％）

税の特例期間：５年

第３期：平成２８年度～平成３２年度

今年度は第3期の３年目

3本の施策の柱により各種事業を展開

・税 額

・税 収 単年度 約３億２千万円

・期 間

・管理、運営 徴収した税は森林環境基金条例に基づき
「森林環境保全基金」に積立て、上記①の
目的を達成するための経費の財源に充てる
場合に限り活用

基金の適正な運用を図るため、第三者機
関「大分県森林づくり委員会」を設置し、
事業の審査や成果の検証等を実施

③ 全国の森林環境税導入状況

大分県は全国で９番目に導入した。

H30.3現在、３７府県、1市導入

○荒廃森林の整備

○里山の保全と利活用

○シカ被害対策の推進

○森・川・海をつなぐ環境の整備

○森林資源の需要拡大

○健全な人工林資源の再生

○林業の担い手確保・育成

○森林環境教育/木育の

促進

○森林ボランティア

活動の推進

○森林づくりへの理解

と参加広げる活動

く ら し を

守 る森
づ く り

荒廃森林の整備

荒廃した人工林（スギ・ヒノキ）を伐
採して健全な森林へ誘導してい
ます

森林シカ被害防止対策

防護柵を設置したり、シカを捕獲す
ることで、植えた木を守り、生態系
の保全に努めています

森 を

育 て る ・
使 う

人工林資源の再生

伐採後の林地に苗木を植えて
います

県産材の利用を促進

幼稚園などの施設に県産木材
を利活用しています

CLTを活用した東屋

Ⅰ県民生活と自然環境を守る森林づくり

森林ボランティア活動の推進

Ⅱ森林資源の循環利用による地域活性化

Ⅲ森にふれ親しみ、森林づくりを支える取組

森林環境教育の推進

県 民 が

森 に
ふ れ
親 し む
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森林環境税事業のフロー
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県庁内PT会議・・・森林環境税（森林環境保全基金）を財源とした多様な事業の構築

に向け、全庁を通じた幅広い検討を行うとともに、適正な執行を推進するため、結成
された森林環境税活用プロジェクトチーム（以下「ＰＴ」という。）。平成24年7月に設置

3(2)平成29年度森林環境税活用事業の取組について

Ⅰ 県民生活と自然環境を守る

森林づくり 130,811千円（46％）

Ⅱ 森林資源の循環利用による

地域活性化 87,134千円（31％）

Ⅲ 森にふれ親しみ、森林づくりを

支える取組 66,266千円（23％）

森林環境税 事業費 284,571 千円
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○荒廃森林の整備

○里山の保全と利活用

○シカ被害対策の推進

○森・川・海をつなぐ

環境の整備

○森林資源の需要拡大

○健全な人工林資源の再生

○林業の担い手確保・育成

○森林環境教育/木育の促進

○森林ボランティア活動の

推進

○森林づくりへの理解と参加

広げる活動

森林シカ被害防止対策事業

再造林促進事業

Ⅰ県民生活と自然環境
を守る森林づくり

Ⅱ森林資源の循環利用

による地域活性化

Ⅲ森にふれ親しみ、
森林づくりを支える
取組

H29執行額 64,640千円 （Ⅰの柱49％）

・森林のもつ公益的機能を維持する
ため、防護資材を設置 2,650ｍ

・シカの捕獲報償金事業により捕獲の強化

シカ捕獲報償金による捕獲頭数
32,244頭

シカネットで予防対策角研ぎ被害を受けた
ヒノキ

H29執行額 70,200千円（Ⅱの柱80％）

・林業適地における疎植造林

2,000本/ha植栽を実施
H29植栽面積 914ha

森林づくりボランティア活動促進事業

H29執行額 18,625千円（Ⅲの柱30％）

・森林ボランティアに対する
研修会の開催 参加者２３名

・森林ボランティア情報発信

・NPO等の森林ボランティア活動
参加者数 13,320人

里山整備 間伐実技

森林ボランティア団体による
里山林整備

6

完成イメージパース

現況写真

内観完成イメージ（多目的競技場）

約
１

９
ｍ

約７０ｍ

屋内スポーツ施設建設事業
H29森林環境税事業執行：１１，３９３千円
H30森林環境税事業予算：１８，３４０千円
森林環境税実施期間：H２９～H３０
平成３１年４月竣工予定

【木材使用量】
９８５ｍ３（構造材９７２ｍ３、内装材 １３ｍ３）
一般住宅 ４１棟分相当
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現場状況写真（屋根トラス）

『県立屋内スポーツ施設 魅力探究
ワークショップ』 ～竹細工に挑戦!!～

県立スポーツ施設建設事業『紹介展IN
大分空港』

◆期間
平成３０年１月１３日

(土)～２６日(金)の１４日間
◆場所

大分空港ターミナルビ
ル２Ｆ 『出発ロビー』

広 報 活 動
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３（２） H29森林環境税活用の取組について
【説明対象事業】

①荒廃人工林緊急整備事業

②荒廃竹林整備・利活用推進事業

③森と海をつなぐ環境保全整備事業

④障がい者福祉施設整備事業

⑤森の先生派遣事業

1
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※各事業の説明資料については当日配布します。



・選手村の中の代表的な施設
- 店舗、カフェ、 メディアセンター等配置

・木造平屋建て、延床面積約6,000㎡
・地方公共団体が木材を無償提供

森林認証材等供給体制整備事業

森林環境税事業 実施期間 H30

メリット：
①事業協力者名を木材に表示

②大会施設で使われたことを証する文言
（Used in Village Plaza）を表示

③木材利用に伴う持続可能性を唱えるイベントで
「東京2020参画プログラム」の認証を受け大会応援
マークを使用できる。植樹祭、農林水産祭等に利用

ビレッジプラザのイメージ

「東京2020応援マーク」

材料の調達

材料の加工【納入時期】
H31年度
第1四半期

【返却時期】
H32年度
第4四半期

運搬

運搬

無償

借り受け

返却

後利用

事業協力者の負担

＜後利用の案＞

建設

解体

＜事業のスキーム＞

H30年度

解体材を使い2次加工品を製作。県・日
田市・佐伯市のスポーツ関連施設、学校な
どへ設置。大会のレガシーにすることを検
討。

事業費 ：6,000千円
補助金 ：3,000千円（補助率1/2以内）
事業実施主体：日田市、佐伯市
（各20㎥ 補助金の1/2）
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事業実施期間 H30年度
森林環境税事業予算 4,452千円
内 容 ： CLTを用いた内装木質化、造付家具等の整備

場 所 ： 竹田津漁港上屋

補助率等： 整備に要する経費の1/2以内（上限４，０００千円）

目 的：･既存建築物での県産スギ利用の拡大
・大分県産スギのブランドイメージ定着
・新たな部材（CLT）のPR
・利用方法の提示

木造建築物等建設総合対策事業

■事業概要

※CLTとは…

ひき板(ラミナ)を並べた後、
繊維方向が直交するよう
積層接着した木質系材料。

厚みのある大きな板であり
建築の構造材のほか、
土木用材、家具などにも
使用されている

→RC造の代替として期待される新しい木質部材

・建築物における木づかい
［ 木造化 ］ 新築、増築、改築

…木材使用量の確保

［ 木質化 ］ 新築、増築、改築、既存建築物
…木の特徴がダイレクトに伝わる

＝木づかいの意識醸成がしやすい

内装または造り付け家具等にCLTを利用

→ CLTの特徴を伝える

緑でいっぱいおもてなし事業（おおいたの森林づくり広報推進事業）

〈 目 的 〉

〈 実施期間 〉平成３０年度

〈 実施場所 〉各イベント会場

〈 実施主体 〉大分県 (委託事業)
1,400千円（２５箇所予定 (2本セット）)

事業概要 事業フロー

事業効果

森との共生
推進室

大分県樹苗生産農
業協同組合（案）

来年度から開催される国民的文化行事には、
県内外から多くの観光客が見込まれる。イベ
ントのイメージに合わせて、各会場の窓口に
緑化木や県産材のプランターを設置すること
で、みどり豊かなおおいたをPRするととも
に、県民総参加のみどりづくりの意識の醸成
を図る。

○H30年度 国民文化祭
設置箇所 県、市町村で行うイベント会場

○国民的文化行事の機運を高める

○県民総参加のみどりづくりの意識の醸成を図る

○森林環境税の認知度を上げる

委託

各行事のイベントで
緑化木＋木製プランター
を配布

設置イメージ
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木でいっぱいおもてなし事業（おおいたの森林づくり広報推進事業）

○木材利用へのイメージ向上

○県産材利用への理解を醸成

○「木の県」としてのイメージアップ

〈 目 的 〉

〈 実施期間 〉平成３０年度

〈 実施場所 〉別府駅や大分空港 （２箇所）

〈 実施主体 〉大分県

〈 事 業 費 〉２,５００千円
（1箇所あたり上限１,２５０千円）

事業概要

来年度開催される国民的文化行事には、県
内外から多くの観光客が見込まれる。

駅や空港などの観光客がたくさん訪れる場
所に、県産材を使って制作した木製品を配置
することで、おもてなし空間を創出するとと
もに、幅広い消費者に対して木の良さをＰＲ
する。

設置イメージ

事業フロー

林産振興室
建築士等のグループ・

デザイナー 等プロポー
ザル

木製品の
製作、設置

駅や空港等の公的スペース

待合スペース等に
見て楽しい木製品の配置し、

おもてなし空間を創出

事業効果
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※国民文化祭開催準備事業についての説明資料については、当日配布します。



森林環境譲与税（仮称）の対応について

【経 緯】

１ 平成30年度与党税制改正大綱に以下の内容が明示

（１）創設目的

自然的条件が悪く採算ベースに乗らない森林について、市町村が森林所有

者から経営管理権を取得し、自らが管理を行う新たな制度（森林経営管理法）

が平成31年4月から施行予定であり、市町村が実施する森林整備等に充てるべ

く、森林環境税（仮称）、森林環境譲与税（仮称）を創設

① 森林環境税（仮称）：平成36年度から納税義務者年額1,000円の徴収

② 森林環境譲与税（仮称）

平成31年度から先行し譲与、段階的に譲与額を引上げ、県・市町村に配分

（私有林人工林面積5割、林業就業者数2割、人口3割 ※詳細別紙参照）

（２）森林環境譲与税の使途

地方の固有財源として法令上使途を定め、新制度を円滑に推進するために

市町村が行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等

の森林整備及びその促進に関する費用並びに県が行う市町村による森林整備

に対する支援等に関する費用に充当

２ 国の動向

（１）森林経営管理法の閣議決定（H30.3月）現在、国会審議中

（２）使途などを示すガイドブックの発行（5月）、説明会の開催（随時）

（３）森林環境税関連法の成立（H31.3予定）

【平成30年度の県の対応方針】

○市町村での森林環境譲与税の円滑な執行に向けて県として次の取組を実施

１ 使途の整理・市町村への支援体制案を作成（6月）、支援の実行

２ 市町村への意向調査、説明会等を随時開催（5/21に説明会を開催予定）

３ 森林整備等の受け皿となりうる事業者の整理や事前説明会の実施

４ 県の森林環境税との関連整理・明確化

【留意事項】

１ 各市町村の平成31年度実施に向けた執行体制の整備

２ 譲与目的に応じた市町村の使途の決定

※使途については公表が義務づけ、会計検査対応有

※本税の創設目的から、所有者による管理が期待できない森林整備の費用（事

前調査含む）に積極的に充当することが適当

H30.5.17市町村農政主管部課長会議資料（６）

大分県 農林水産部 林務管理課
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H30.6.4　森林づくり委員会資料　　　　　　　

資料５
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(4)その他①森林環境譲与税（仮称）について



H30.4.17市町村農政主管部課長会議資料（６）

① 県森林環境税との具体的使途の整理ができていないため、県民に二重課税との

誤解を与える懸念

② 森林法改正や森林環境譲与税などの事務増加に伴う市町村及び県負担の大幅増

③ 新たな森林管理制度を実施するうえで、市町村は森林整備事業の業務経験が少

なく、技術者も不足（林業技術職員数：県内3市町村8名）

１．国の森林環境譲与税（仮称）の円滑な実施

＜森林環境譲与税検討チームによる使途整理案などの検討＞

（１）使途の整理案並びに県事業計画の作成

①使途整理案の作成

（国・県環境税の仕分、国環境税の県分の使途）（6月）

②県政推進指針への反映（9月）

③Ｈ３１県予算案の作成（11月）

（２）市町村への支援体制の強化

①市町村と事業体などとの連携による実行体制構築支援案作成（6月）

②市町村への使途の意向調査、説明会の開催（随時）

③市町村へのH31予算案策定、実行体制構築などの支援（8月～）

（３）国の動向

①森林経営管理法の成立、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ発行（5月）説明会開催（6～7月)

②林野庁への報告（8月 11月）

③国森林環境税関連法成立（H31.3月）

２．県森林環境税の使途の整理

（１）使途の方針等の作成

①森林づくり委員会による事業実施方針等協議（5月 8月 11月）

②森林環境税PT会議による新規取組事業の協議（7月 9月）

課 題

対 策

H30国・県森林環境税の活用対策について
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４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

月 国森林環境譲与税の使途の整理・実施体制の確立 県森林環境税の使途の整理

スケジュール

国
の
動
向

使
途
の
整
理

県
予
算
案
の
作
成

森
林
づ
く
り
委
員
会

森林環境譲与税

検討チーム発足

H31県政推進指針

への反映

第1回委員会

森林環境譲与税

の概要説明

第2回委員会

森林環境税事

業使途の協議

第3回委員会

H31森林環境税新規

事業計画の審査

H31森林環境税事業

知事報告

使途整理・市町村支援

案の作成

使途整理・市町村支援

案の知事報告

H31県配分予定の

予算案の作成

森林経営

管理法成立

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ発行

国の第1回

検討状況報告

国の第2回

検討状況報告

市
町
村
意
向
調
査

事
業
実
施
へ
の
支
援

市町村、関係団体

への説明会

市町村、関係団体

への説明会

①市町村実行体

制構築支援

(市町村・事業体)

②市町村、関係

団体説明会

（随時）

③市町村予算案

作成支援

【林務管理課】

【各振興局】

市町村への

意向調査

H31県配分予定の

予算案知事報告

森
林
環
境
税
ｐ
Ｔ
会

議

H31部局新規事

業の事前協議

H31新規事業計

画案の部局間

協議

H31事業計画案の作成

H31新規事業計

画案の作成

国森林環境税

関連法成立

国説明会

（県・市町村）

-3-
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※大分県配分試算額
　　　　(参考）

市町村分：　364百万円（H31～H33)　546百万円（H34～H36)　→　　　→　　　→　　　→　1,229百万円（H45～）
大分県分：　 91百万円（　〃　　） 137百万円（　〃　　） →　　　→　　　→　　　→　　137百万円（H45～）
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（４）その他 ② 今後のスケジュール（案）

開催時期 内 容

第２回 ・県森林環境税事業の方針について

７月末頃

第３回 ・県森林環境税事業の方針（案）について

９月上旬

第４回 ・県森林環境税新規事業提案

１０月末頃 ・国の森林環境譲与税の状況について
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大分県森林づくり委員会設置要綱
も り

（設置）

第１条 大分県森林環境保全基金条例（平成１８年大分県条例第２６号）第１条に規定する森林環境

保全基金（以下「基金」という。）の適正な運用を図るため、大分県森林づくり委員会（以下「委
も り

員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。

（１）基金を活用した施策に関すること

（２）基金を活用した県民提案事業の審査に関すること

（３）基金を活用した事業の成果の検証に関すること

（４）新たな森林づくり行動計画に関すること
も り

（５）森林環境税の検証、制度の見直しに関すること。

（６）その他基金の運用に関し必要な事項

（委員）

第３条 委員会は、委員１７人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者その他適当と認められる者のうちから、知事が委嘱する。

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任することができる。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 委員会は、調査審議等のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、農林水産部森との共生推進室において処理する。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。

附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２３年４月２０日から施行する。
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